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2024 年度 日本作業療法士協会 制度対策部 医療保険対策委員会 

精神科における作業療法実態調査 

 

調査項目目次 

Ａ．病院基本情報 

Ｂ．包括的支援マネジメント（入退院支援加算・退院時共同指導料・療養生活継続支援加算） 

Ｃ．データ提出加算関連（個別作業療法・退院支援に向けた会議参加・入院中の訪問） 

Ｄ．精神科地域包括ケア病棟 

Ｅ．精神科における身体合併症等への対応 

Ｆ．精神科作業療法計画の作成の現状 

Ｇ．退院支援・地域移行・訪問 

Ｈ．外来者へのリハビリテーション 

Ｉ．作業療法部門の評価・管理 

Ｊ．制度・診療報酬への要望 

 

以下の設問にご回答をお願いいたします。特に記載がない項目に関しては、回答時点の状況でお答えくだ

さい。 

Ａ．病院基本情報 

１.病院基本情報 

(1) 設置主体 

※ 最も該当するものを選択 

・民間 

・自治体（都道府県・市町村等） 

・独立行政法人 

・その他（                     ） 

(2)診療科目 

※ 複数選択可 

・精神科 

・心療内科 

・リハビリテーション科 

・内科 

・その他（                     ） 

(3)病床数 

診療所・クリニックの場合、病床がない場

合は「0」（ゼロ）を入力してください。 

・病院：精神科病床  ＿＿＿＿床 

その他の病床 ＿＿＿＿床 
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(4)都道府県に届出（登録）している

病棟機能（算定病棟）をお答えくだ

さい 

※ 複数選択可 

・一般精神病棟（A103精神病棟入院基本料） 

・精神科救急入院料（A311精神科救急入院料） 

・精神科急性期治療病棟（A311‐2精神科急性期治療病棟入院料） 

・児童思春期精神科入院医療管理料 

（A311-4児童思春期精神科入院医療管理料） 

・精神療養病棟（A312精神科療養病棟入院料） 

・認知症治療病棟（A314認知症治療病棟入院料） 

・精神科地域包括ケア病棟 

（A315 精神科地域包括ケア病棟入院料） 

・老人性認知症疾患療養病棟（介護保険） 

・特殊疾患病棟入院料 2（A309特殊疾患病棟入院料 2） 

・地域移行機能強化病棟（A318地域移行機能強化病棟入院料） 

・その他（                  ） 

２.作業療法部門の作業療法士について 

(1) 施設に所属する作業療法士数

（実人数） 
 常勤    名、非常勤    名 

(2) 施設に所属する作業療法士の

うち、日本作業療法士協会員の人数

（実人数） 

常勤    名、非常勤    名 

(3) 精神科作業療法への登録作業

療法士数（実人数） 
       名 

(4)(3)のうち、精神科作業療法以外

と兼務している者※の人数 

※ 精神科作業療法への登録者数のう

ち、訪問看護ステーションや精神科デ

イ・ケア等で定期的に業務を行ってい

る者 

       名 

(5)1 日の作業療法士 1 人あたりの

精神科作業療法の算定患者数 

※ 2024年 12月 2週目の平均的な数 

※ コロナ感染等で中止中等の場合は

年間の平均的な数値を教えてくださ

い 

       名 

 

＊計算式：1日の精神科作業療法実施件数 ÷ 精神科作業療法登録 OT数 

＊計算例：1日 120件算定 ÷ 登録人数 8名 ＝ 15人 

 

Ｂ．包括的支援マネジメント 

（入退院支援加算・退院時共同指導料・療養生活継続支援加算） 

令和 2 年度診療報酬改定では、入院中の病院と外来又は在宅療養を担う保険医療機関の多職種チーム

が包括的支援マネジメントに基づき共同して指導を行う精神科退院時共同指導料が新設されたのに続

き、令和 4 年度には療養生活継続支援加算、令和 6 年度診療報酬改定では精神科入退院支援加算（精

神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を行った

場合の評価）が新設されました。貴施設における包括的支援マネジメントへの作業療法士の参画と、こ

れらの加算・指導料についてお伺いします。 
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(1)包括的支援ケアマネジメント

を知っていますか。 

①知っている 

②知らない →(6)を回答 

(2)貴施設では包括的支援マネジ

メントに取り組んでいますか。 

①取り組んでいる 

②取り組んでいない →(6)を回答 

(3)貴施設での取り組み状況（加

算・指導料の算定等）と作業療法

士の関与有無を教えてください。 

診療所は②、④のみ回答してください。 

 算定 作業療法士関与 

①入退院支援加算 有・無 有・無 

②退院時共同指導料１＊ 有・無 有・無 

③退院時共同指導料２＊ 有・無 有・無 

④療養生活継続支援加算 有・無 有・無 

その他（                       ） 

＊退院時共同指導料１は外来を担う保険医療機関または在宅療養担当医療機

関、退院時共同指導料２は入院中の保険医療機関が算定 

(4)作業療法士は何に関与してい

ますか。 

※複数選択 

①ニーズアセスメント 

②計画作成 

③カンファレンス 

④本人・家族への計画説明 

⑤退院支援員として関与 

⑥特に関与していない →(5)を回答 

⑦その他（                      ） 

(5)作業療法士が関与できていな

い理由は何ですか。 

①声がかからない 

②包括的支援マネジメントに係る加算等に職名記載がない 

③必要性がない 

④作業療法業務が優先される 

⑤その他（                      ） 

(6)包括的支援マネジメントを作

業療法士が実施する上で研修が必

要だと思いますか。 

①思う 

②思わない 

③よくわからない 

③その他（                      ） 

→クリニック等で精神科作業療法の実施がない場合は「Ｈ．外来者へのリハビリテーション ２．精神科デイ・

ケア等」以降を回答ください。 

 

Ｃ．データ提出加算関連（個別作業療法・退院支援に向けた会議参加・入院中の訪問） 

令和 6 年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲の拡大がな

されました。精神病棟入院基本料（10 対１、 13 対１）、精神科急性期治療病棟入院料、児童・思春期

精神科入院医療管理料も対象となり、データ提出加算の算定が要件となっています。あわせて提出様

式、項目も見直しが行われ、精神科に関しては、「個別作業療法」「退院支援に向けた会議参加」「入院

中の訪問」の回数を報告することとなりました。 

データ提出にあたっては「当該個別支援に係る時間を予め設けた上で実施され、かつ診療録に当該個
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別支援の内容が記載されているものについて、実施回数を入力する。」と示されていますが「個別作業

療法」の定義はありません。  

参照：2024年度「DPCの評価・検証等に係る調査（退院患者調査）」実施説明資料  

 

１.個別作業療法について 

貴院での個別支援の状況等についてお伺いします。 

(1) 各項目について、11/1～30の間での実施回数、精神科作業療法としての算定有無、記録について

教えてください。（回数は 10回刻みで 0～200回以上の選択式です） 

内容 個別作業療法の 

実施回数 

精神科作業療法として

の算定 

①調理、公共交通機関等のＩＡＤＬ練習 回 有・無 

②入浴、整容、歩行等のＡＤＬ練習 回 有・無 

③個別の手工芸等の指導 回 有・無 

④ＲＯＭ訓練 回 有・無 

⑤福祉用具の選定・調整 回 有・無 

⑥就労支援施設等の見学 回 有・無 

⑦作業療法計画作成のための評価・面接 回 有・無 

⑧作業療法計画の説明と同意 回 有・無 

⑨ニーズアセスメント 回 有・無 

⑩その他（その他、個別作業療法に該当することがあればお書きください） 

 

 

(2)当該個別支援の記録はどこにされていますか。 

・診療録（電子カルテ含む） 

・作業療法記録 

２.退院支援に向けた会議への参加について 

(1)退院支援に向けた会

議に作業療法士は参加し

ていますか。 

① すべての作業療法指示の出ている患者の退院する会議に参加している。 

⇒(3)を回答してください 

② 作業療法指示の出ている患者で必要な人のみ退院する会議に参加して

いる。 

⇒(3)を回答してください 

③ ほとんど退院支援に向けた会議に参加することはない。 

⇒(2)を回答してください 

④ その他（                        ） 

(2)退院支援に向けた会

議に参加できない、若し

くはしていない理由を教

えてください。 

 

(3)退院支援に向けた会 ①院内で実施しているプログラムを説明 

https://www01.prrism.com/dpc/2024/file/setumei_20240531.pdf
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議に参加した場合、作業

療法士の役割として、ど

のような点について発言

をしていますか。 

②退院後の生活で課題になることと取り組むと良いことを説明 

③本人の障害の特徴と能力の説明 

④退院後に本人が希望している生活 

⑤その他（                        ） 

３.入院中の患者とともに行う自宅や施設等への訪問について 

この場合の訪問は「入院中の当該患者と共に患者の自宅や精神障害者施設、小規模作業所等を訪問し、

患者の病状、生活環境及び家族関係等を考慮しながら、患者又は家族等の退院後患者の看護や相談に

当たる者に対して、必要に応じて障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所等と連携しつつ、退院

後の療養上必要な指導や、在宅療養に向けた調整を行った場合」とされています。この 1 年間の貴院

での実施状況について教えてください。 

(1)貴施設では退院の前

に訪問を実施しています

か。 

・病院として実施しており、作業療法士も訪問している 

・病院として実施しているが、作業療法士は訪問していない 

・病院として実施していない 

以下(2)～(7)はそれぞれの設問について、算定状況とあわせご回答ください。 

＜算定状況 選択肢＞ 

a.精神科退院前訪問指導料として算定 

b.（専用施設外で行う）精神科作業療法として算定 

c.状況により上２つのどちらかで算定 

d.実施しているが算定はしていない 

e.その他 

(2)退院前の訪問の実施

時期 

・入院１ヶ月以内 

・退院の方向性が決まった直後 

・退院１ヶ月前 

・退院直前（１週間前〜前日） 

・退院時 

(3)対象者 1 人につき訪

問する回数 

・１回 

・２回 

・３回 

・４回以上 

(4) 主な訪問先 ・自宅 

・グループホーム等自宅以外の住まいの場 

・就労系サービス事業所（就労移行、就労継続 A、B） 

・就労支援機関（ハローワークや障害者職業センター等） 

・生活訓練、地域活動支援センター等障害福祉サービスにおける日中活動

の場 

・学校 

・会社等対象者の勤務先 

・市役所や町役場など行政の窓口 

・その他（                       ） 
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(5) 作業療法士による退

院前の訪問の目的 

①健康管理（服薬管理、疾病・障害の理解と対応を含む） 

②歩行・移動 

③入浴・更衣・排せつなどの ADL動作・行為 

④調理 

⑤調理以外の家事 

⑥金銭管理（経済的活動の管理） 

⑦交通機関の利用 

⑧コミュニケーション 

⑨対人関係 

⑩日課の遂行 

⑪趣味や社会活動 

⑫仕事 

⑬サービス利用（相談の利用を含む） 

⑭家族や支援者の理解 

⑮身体機能・体力の回復・改善 

⑯精神機能の回復・改善 

⑰家族・支援者への指導（本人の能力や特性、嗜好、関わり方など） 

⑱その他（                       ） 

(6) 作業療法士による退

院前の訪問での実施内容 

 

・応用的動作及び社会適応能力の実際の場での評価 

・具体的生活指導・練習 

・環境調整 

・支援者への能力情報の提供と関わり方の助言指導 

・その他（                        ） 

(7)退院前の訪問の指導・

連携対象者 

・本人のみ 

・クリニックや訪問看護など医療機関の職員 

・家族 

・グループホームなど住まいの場の職員 

・就労系サービス事業所、就労支援機関、障害福祉サービスの職員 

・学校教員 

・対象者の勤務先の上司や同僚 

・相談支援専門員 

・保健師など行政の職員 

・その他（                     ） 

(8)退院前の訪問を実施

する際の課題 

※ 自由記載 
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(9)退院前の訪問をして

いない理由 

・作業療法士が訪問する必要性を感じない 

・訪問の必要性は感じるが、退院の計画に作業療法士による訪問が入らな

い 

・訪問の必要性は感じるが、精神科作業療法等院内業務が優先される 

・わからない 

・その他（                        ） 

 

Ｄ．精神科地域包括ケア病棟 

令和 6年度診療報酬改定において新設された精神科地域包括ケア病棟についてお伺いします。 

(1)貴施設に精神科地

域包括ケア病棟はあ

りますか。 

・精神科地域包括ケア病棟あり ⇒(2)を回答してください 

・精神科地域包括ケア病棟を開設予定 ⇒(3)を回答してください 

・精神科地域包括ケア病棟の開設予定はない 

(2)精神科地域包括ケ

ア病棟における配置

状況等を教えてくだ

さい。 

・人員配置：作業療法士   ＿＿＿名 

精神保健福祉士 ＿＿＿名 

公認心理師   ＿＿＿名 

・休日の日勤時間帯における精神科作業療法の実施  有・無 

・精神科地域包括ケア病棟における作業療法士の業務内容 

 自由記載（                           ） 

(3)精神科地域包括ケ

ア病棟開設にあたり

取り組んだ（取り組ん

でいる）ことを教えて

ください。 

※ 複数選択 

・新しく作業療法士を採用（予定） 

・新しく精神保健福祉士を採用（予定） 

・新しく公認心理師を採用（予定） 

・もともと在職していた作業療法士・精神保健福祉士・公認心理師を配置（予

定） 

・その他（                       ） 

(4) 精神科地域包括

ケア病棟の課題があ

ればお書きください。 

 

 

Ｅ．精神科における身体合併症等への対応 

(1) (1)貴施設の精神科病棟には

身体合併症の患者・フレイル等

により筋力増強や関節可動域訓

練が必要な患者がいますか。 

・いる 入院患者のうち＿＿＿割程度 

・いない 

(2)身体合併症患者の主たる疾

患を教えてください。 

※多い順に３つ選択 

・心大血管疾患 

・脳血管疾患 

・運動器疾患 

・呼吸器疾患 

・廃用症候群（フレイル含む） 

・その他（                      ） 
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(3)身体合併症患者へ関与した

場合の算定はどのようにしてい

ますか 

※複数選択可 

・精神科作業療法 

・疾患別リハビリテーション料 

 - 作業療法士が算定 

 - 理学療法士が算定 

 - 言語聴覚士が算定 

・認知症患者リハビリテーション料 

・（認知症治療病棟）生活機能訓練 

・関わっているが算定していない 

・関わっていない →(5)へ 

 

身体合併症患者へ理学療法士、言語聴覚士が関与している場合、対象疾

患や状態、役割分担の仕方など具体的に教えてください。 

 

 
 

(4)身体合併症患者への作業療

法の目的は何ですか 

※複数選択可 

・筋力強化 

・関節可動域の改善 

・運動機能の回復 

・運動耐容能の回復 

・嚥下摂食機能の改善 

・基本的動作能力（起居・移動等）の維持改善 

・応用的動作能力（食事・整容・更衣・入浴等）の維持改善 

・社会適応能力の維持改善 

・福祉用具等を用いての環境調整 

・その他（                       ） 

(5)身体合併症患者数の近年の

動向 

・近年増加 

・変化なし 

・近年減少 

(6)身体合併症等についての病

院としての課題と、取り組みが

あれば教えてください。 

課題： 

 

取り組み： 

 

 

Ｆ．精神科作業療法計画の作成の現状（医療観察法病棟以外に関してお尋ねします） 

１．計画作成について 

(1)作業療法計画を作成してい

ますか 

※ 一部でも作成している場合は

「はい」を選択してください 

・はい 

・いいえ → ２．支援方針の決定と同意について へ 

(2)計画を作成している対象者 ・すべての対象者に作成 
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※ 最も該当するものを１つ選択 ・急性期の対象者に作成 

・退院支援をしている対象者のみに作成 

・外来患者で就労に向けて支援しているまたは処遇困難な事例にの

み作成 

・その他（                   ） 

(3)1回あたりの評価・面接時間 

※ 最も該当するものを１つ選択 

・15分以内 

・15分以上 30分未満 

・30分以上 1時間未満 

・1時間以上 

・その他（                   ） 

(4)評価・面接の場所 

※ 最も該当するものを１つ選択 

・作業療法室 

・病棟 

・その他（                   ） 

(5)計画書の様式 

※ 最も該当するものを１つ選択 

・病院独自の様式 

・MTDLP（アセスメントシート、プランシート等）を活用 

・OT協会の精神障害者ケアアセスメントを活用 

・その他（                       ） 

２．計画の同意と医師への報告について 

(1)精神科作業療法計画の合意

について、該当するものを選択 

※ 最も該当するものを１つ選択 

・計画を立案した対象者全員に、内容をひととおり説明し合意をと

っている 

・対象者用に簡易化した書類を別途作成し、説明、合意を得ている 

・対象者の精神機能が著しく低下しており、説明をしても合意が得

られないことが予測されるため、取っていない 

・対象者の精神機能が著しく低下しており、説明をしても合意が得

られないことが予測されるため、家族に説明し合意をとっている 

・対象者に説明し、合意をとることを考えたことがない 

・よくわからない 

・その他（                    ） 

(2)作業療法計画の医師への報

告 

※ 最も該当するものを１つ選択 

・書面にて報告（電子カルテを含む）、サインをもらっている 

・書面にて報告（電子カルテを含む）しているがサインまではもら

っていない 

・すべて口頭（カンファレンスを含む）で報告している 

・必要な対象者のみ口頭（カンファレンスを含む）で報告している 

・聞かれることがないので、報告していない 

・報告の必要性を感じない 

・その他（                   ） 

３．計画作成における課題 

(1)精神科作業療法計画の作成

が義務付けられた場合、課題と

・特にない 

・面接や評価をする時間がとれない 
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なることはありますか 

※ 複数選択可 

・計画作成のための書類作成が負担 

・計画作成のための時間がとれない 

・必要な患者が少ない 

・計画作成の方法がわからない 

・患者の理解が得られるかどうかわからない 

・その他（               ） 

(2)精神科作業療法計画作成の

現状での課題 

※ 自由記載 

 

 

Ｇ．退院後支援・訪問 

(1)精神科訪問看護・指導料(I012)

では、作業療法士の訪問が可能な

ことを知っていますか。 

・知っている 

・知らなかった 

(2)退院後訪問への作業療法士の

関わり 

・あり 

・なし →(12)へ 

(3)-1訪問への対応者 

 ※ 複数選択可 

・訪問専従の担当作業療法士 

・訪問専任の担当作業療法士 

・特に専従・専任はなく、入院中の担当作業療法士が訪問 

・特に専従・専任はなく、指示が出た場合、ローテーションで訪

問 

・その他（                      ） 

(3)-2算定方法 

※ 最もあてはまるものを１つ選択 

・精神科訪問看護・指導料で算定 

・在宅訪問リハビリテーション指導管理料で算定 →(12)へ 

・報酬を算定していないが訪問している →(12)へ  

(4) 精神科訪問看護・指導料の実

施状況 

※ 2024年 10〜12月の 3ヶ月間に退院

後訪問を実施した対象者の数（実

人数） 

       人 

(5) 精神科訪問看護・指導料の実

施期間 

 ※ 最も多い場合を１つ選択 

・退院後１週間以内 

・退院から１ヶ月以内 

・退院から３ヶ月以内 

・その他（                 ） 

(6) 精神科訪問看護・指導料の頻

度 

 ※ 最も多い場合を１つ選択 

・週 3回以上 

・週 1回以上、3回未満 

・月 2回以上、週 1回未満 

・月 1回程度 

・課題解決のための 1回から 3回程度 

・その他（                ） 
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(7)1回あたりの時間 

※ 最も多いものを１つ選択 

・30分未満 

・30分以上 60分未満 

・60分以上 90分未満 

・90分以上 

(8) 主な訪問先 

※ 2024年 10〜12月の 3ヶ月間の実

績、複数選択可 

・自宅 

・グループホーム等自宅以外の住まいの場 

・就労系サービス事業所（就労移行、就労継続 A、B） 

・就労支援機関（ハローワークや障害者職業センター等） 

・生活訓練、地域活動支援センター等障害福祉サービスにおける

日中活動の場 

・学校 

・会社等対象者の勤務先 

・市役所や町役場など行政の窓口 

・その他（                       ） 

(9) 作業療法士による精神科訪問

看護・指導料の目的 

 ※ 複数選択可 

①健康管理（服薬管理、疾病・障害の理解と対応を含む） 

②歩行・移動 

③入浴・更衣・排せつなどの ADL動作・行為 

④調理 

⑤調理以外の家事 

⑥金銭管理（経済的活動の管理） 

⑦交通機関の利用 

⑧コミュニケーション 

⑨対人関係 

⑩日課の遂行 

⑪趣味や社会活動 

⑫仕事 

⑬サービス利用（相談の利用を含む） 

⑭家族や支援者の理解 

⑮身体機能・体力の回復・改善 

⑯精神機能の回復・改善 

⑰その他（                        ） 

(10) 精神科訪問看護・指導料の指

導・連携対象者 

 ※ 複数選択可 

・本人のみ 

・家族 

・グループホームの職員 

・就労系サービス事業所、就労支援機関、障害福祉サービスの職

員 

・学校教員 

・対象者の勤務先の上司や同僚 

・相談支援専門員 
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・その他（                        ） 

(11) 作業療法士による退院後訪

問（精神科訪問看護・指導料）の内

容 

※ 複数選択可 

・環境等評価 

・具体的生活指導・練習 

・環境調整 

・支援者への能力情報の提供と関わり方の助言指導 

・作業指導 

・身体機能訓練 

・服薬管理 

・その他（                        ） 

(12)退院後訪問（精神科訪問看護・

指導料）を実施する際の課題 

※ 訪問を行っている場合は行いづら

い理由を、行っていない場合はその

理由を選択 

※ 複数選択可 

・訪問看護として訪問するには抵抗がある 

・作業療法士として訪問することが評価されていない 

・訪問の必要性は感じるが、医師の理解が得られない 

・訪問の必要性は感じるが、作業療法部門で理解が得られない 

・訪問の必要性は感じるが、院内業務で時間がとれない 

・その他（                        ） 

(13)作業療法士が地域移行や地域

生活の支援に加わることで、こん

な効果があったといった実践例が

あったら教えてください。 

直近 1 年間の実践例があればお書

きください。※ 自由記載 

 

 

Ｈ．外来者へのリハビリテーション 

１．外来作業療法 

(1)外来作業療法の実施の有無 ・実施している 

・実施していない→ ２.へ 

(2)外来作業療法の専用スペース

を設けているか 

・専用スペースを設けている 

・専用スペースはなく、入院患者と一緒に実施している 

・その他（                 ） 

(3)外来作業療法の指示が出てい

る対象者の年齢 

※ 2024年 12月 1日時点での実人数 

・10歳以下  （   ）名 

・10～20歳  （   ）名 

・21～30歳  （   ）名 

・31～40歳  （   ）名 

・41～50歳  （   ）名 

・51～60歳  （   ）名 

・61歳以上  （   ）名 

(4)デイ・ケアがある場合、デイ・

ケアではなく外来作業療法の対象

となる理由 

・2 時間の訓練を希望するため 

・デイ・ケアは長期利用者の通いの場になっているため 

・就労予定（目標）など短期間の利用が見込まれるため 
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 ※ 複数選択可 ・生活課題の解決や訓練など明確な目標があり作業療法での改善

が見込まれるため 

・頻度が週 1回未満であるため 

・本人がデイ・ケアを拒否したため 

・その他（                        ） 

(5)外来作業療法の目的 

 ※ 多い順に選択 

・退院後生活の定着、もしくは就労につながるまでの生活リズム

の維持 

・作業療法士によるマネジメントによる社会参加に向けた計画的

支援 

・対象者が入院経験のない初発または病状が安定しており入院を

必要としないが、医師の診察だけでは解決困難な課題（疾病教育

や家族へのアプローチなど）への対応 

・就労等社会資源の利用など明確な支援目標に対し、能力評価や

基本的な能力の獲得 

・セルフヘルプグループなど患者間の体験交換の支援 

・コミュニケーションや対人関係の改善 

・その他（                        ） 

(6)外来作業療法のニーズ ・外来作業療法のニーズが増えてきている 

 → 理由として考えられるもの 

  （                                           ） 

・外来作業療法はあくまでもデイ・ケアの補完的機能であるため、

ニーズに変化はない 

・外来作業療法へのニーズは特にない 

・わからない 

・その他（                        ） 

(7)外来作業療法実施上の課題 

※ 自由記載 

 

２．精神科デイ・ケア等＊  ＊ショート・ケア、ナイト・ケア、デイ・ナイト・ケアを含みます 

(1)精神科デイ・ケア等の実施の有

無 

・実施している 

・実施していない→ ３.へ 

・その他（                 ） 

(2)作業療法士の配置状況 

貴施設のデイ・ケア等の有無と作

業療法士の配置状況を教えてくだ

さい。 

 

 実施有無 作業療法士配置 

精神科ショート・ケア       名 

精神科デイ・ケア       名 

精神科ナイト・ケア       名 

精神科デイ・ナイト・ケア       名 

重度認知症患者デイ・ケア  名 
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(3)デイ・ケア等利用者の平均年齢 

※ 2024年 12月時点 

・10歳代 

・20歳代 

・30歳代 

・40歳代 

・50歳代 

・60歳代以上 

(4)デイ・ケア等利用者の平均通所

期間 

※ 2024年 12月時点 

・1 年未満 

・1 年以上 2年未満 

・2 年以上 3年未満 

・3 年以上 4年未満 

・4 年以上 5年未満 

・5 年以上 

(5) デイ・ケア等におけるプログ

ラムの目的を３つ選択してくださ

い 

 ※ 優先度の高い順に３つまで選択 

・代謝機能の改善 

・サーカディアンリズムの改善 

・精神・身体機能の維持・廃用症候群の防止 

・身体機能の回復 

・作業を通した精神的安定 

・作業を通した残存能力と自己有効感の回復 

・ADL/IADL（就労を含む）技能の獲得 

・ソーシャルスキルの改善・獲得 

・視覚的構造化・環境を含め代償能力の活用方法の習得 

・自身の障害特徴の理解支援 

・就労支援施設の見学・体験支援 

・支援者及び家族に対する関わり方助言・指導 

・セルフヘルプグループ育成と参加支援 

・就労支援及び仕事への定着支援 

・ワークバランスと余暇活動支援 

・その他（                   ） 

(6)デイ・ケア等におけるプログラ

ムの実施内容を３つ選択してくだ

さい 

 ※優先度の高い順に３つまで選択 

・手工芸・創作・芸術活動  

・ＡＤＬ 

・ＩＡＤＬ（家事や金銭管理など）  

・身体運動活動（体操やスポーツなど）  

・生活圏拡大活動  

・職業関連・学習活動  

・余暇活動（各種ゲームなど） 

・コミュニケーション・生活技能訓練 

・心理教育  

・認知リハビリテーション 

・その他（        ） 
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(7) 精神科デイ・ケア等疾患別等

診療計画書の作成頻度 

・毎月 

・2 ヶ月に 1回 

・3 ヶ月に 1回 

・4～6ヶ月に 1 回 

・7 ヶ月以上に 1回 

・作成していない 

(8) 精神科デイ・ケア等疾患別等

診療計画書作成における作業療法

士の関与 

・作業療法士が中心になって計画書を作成している 

・ひとりの利用者の計画書を多職種協働で作成している 

・職種問わず担当制にしており、担当した利用者の計画書を作成

している 

・作業療法士は計画書の作成には関与していない 

・その他（                     ） 

(9) 意向聴取や計画書作成につい

て、意見があればご記入ください 

※ 自由記載 

 

(10) 入院中の患者のデイ・ケア体

験について、退院を予定している

入院中の患者は入院中 1 回に限り

算定（所定点数の 100 分 の 50 に

相当する点数）が出来るが、貴院

の状況を教えて下さい 

・1回のみ算定し、2回目以降は算定できないため利用不可として

いる 

・1回のみ算定し、2回目以降はサービス（無報酬）で行っている 

・1回のみ算定し、2回目以降は精神科作業療法等の別で算定して

いる 

・対象者が居ない 

・その他（          ） 

(10) 入院中の患者のデイ・ケア体

験を実施している場合、算定でき

なかった平均回数を教えて下さい 

※ 2024年 12月の実績 

      回 

 

 

 

＊計算式：2024年 12月に算定できなかったデイケア体験数 ÷ デイケア体験者数 

＊計算例：非算定数 9件 ÷ 体験者数 3名 ＝ 3回 

３．外来部門と入院部門との協働 

(1)入院の作業療法部門と合同で

プログラムを実施していますか 

・している 

・していない 

(2)合同でのプログラム実施があ

る場合、その内容 

※ 自由記載 

 

 

Ｉ．作業療法部門の機能評価について 

(1)貴施設は今年度、地方厚生局の

適時調査を受けましたか。 

・受け、作業療法士が関与する部署に関しては指摘事項なし 

・受け、作業療法士が関与する部署に関して指摘事項あり 

（内容：                       ） 
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・受けていない 

(2)貴施設は今年度、自治体の実地

指導を受けましたか。 

・受け、作業療法士が関与する部署に関しては指摘事項なし 

・受け、作業療法士が関与する部署に関して指摘事項あり 

（内容：                       ） 

・受けていない 

(3)貴施設は病院機能評価を受審

していますか。 

・している 

・していない 

(4)貴施設で作業療法の質の維持・

向上のために取り組んでいること

はありますか。 

・ある 

 ①作業療法部門の運営マニュアル整備 

 ②事例検討会 

 ③抄読会 

 ④論文投稿・学会発表の推奨（参加費用補助含む） 

 ⑤研修参加推奨（参加費用補助含む） 

 ⑥新人教育制度（ＳＶなど） 

 ⑦その他（                    ） 

・ない 

(5)日本作業療法士協会版「機能評

価」（作業療法の臨床技能水準、組

織としての作業療法実践状況に関

する項目リストや指標）があれば

活用したいと思いますか。 

・思う 

・思わない 

 

Ｊ．制度・診療報酬への要望 

(1)法改正や診療報酬改定に向け

ての要望事項等ありましたらご記

入ください。 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました！ 


